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◇任期付職員 採用等 関 条例

趣旨（第 条関係）

条例 、地方公共団体 一般職 任期付職員 採用 関 法律（以下「法」 。）並 地

方公務員法及 地方教育行政 組織及 運営 関 法律 規定 基 、職員（法 規定 職員

。以下同 。） 任期 定 採用及 任期 定 採用 職員 給与 特例 関 必要 事項

定 。

任期 定 採用（第 条関係）

（ ） 任命権者（法 規定 任命権者 。以下同 。） 、高度 専門的 知識経験又 優 識

見 有 者 者 有 当該高度 専門的 知識経験又 優 識見 一定 期間活用 遂行

特 必要 業務 従事 場合 、職員 選考 任期 定 採用

。

（ ） 任命権者 、（ ） 、専門的 知識経験 有 者 当該専門的 知識経験 必要

業務 従事 場合 、次 掲 場合 該当 、

当該者 当該業務 期間 限 従事 公務 能率的運営 確保 必要

、職員 選考 任期 定 採用 。

当該専門的 知識経験 有 職員 育成 相当 期間 要 、当該専門的 知識経験 必

要 業務 従事 適任 認 職員 部内 確保 一定 期間困難

場合

当該専門的 知識経験 急速 進歩 技術 係 他当該専門的 知識経験

性質上、当該専門的 知識経験 必要 業務 当該者 有 当該専門的 知識経験 有効

活用 期間 一定 期間 限 場合

当該専門的 知識経験 有 職員 一定 期間他 業務 従事 必要 、当該専門

的 知識経験 必要 業務 従事 適任 認 職員 部内 確保

一定 期間困難 場合

当該業務 公務外 実務 経験 通 得 最新 専門的 知識経験 必要

、当該業務 当該者 有 当該専門的 知識経験 有効 活用

期間 一定 期間 限 場合
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号給 給料月額
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任期 更新（第 条関係）

任命権者 、法 規定 任期 更新 場合 、 職員 同意 得

。

給与 関 特例（第 条関係）

（ ） （ ） 任期 定 採用 職員（企業局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例及

病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例 規定 企業職員 除 。以下「特定任期付職

員」 。） 、次 給料表 適用 。

（ ） 任命権者 、特定任期付職員 号給 、特定任期付職員 従事 業務 応 人事委員会規則

定 基準 従 決定 。

（ ） 任命権者 、特定任期付職員 、特別 事情 （ ） 給料表 掲 号給 難

、（ ）及 （ ） 、人事委員会 承認 得 、 給料月額 同表 掲 号給 給

料月額 額 同表 掲 号給 給料月額 差額 整数 乗 得 額 加 額

相当 額 。

（ ） 任命権者 、特定任期付職員 、特 顕著 業績 挙 認 職員 、人事委員会

規則 定 、 給料月額 相当 額 特定任期付職員業績手当 支給

。

（ ）（ ） 号給 決定、（ ） 給料月額 決定及 （ ） 特定任期付職員業績手当 支給

、予算 範囲内 行 。

給与条例 適用除外等（第 条関係）

職員 給与 関 条例（以下「給与条例」 。） 給料表、管理職手当、初任給調整手当、扶養

手当、住居手当、産業教育手当、定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当等

係 規定 、特定任期付職員 、適用 。

人事委員会規則 委任（第 条関係）

条例 定 、 条例 施行 関 必要 事項 、人事委員会規則 定

。

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 次 掲 条例 所要 改正 行 。

雇用機会創出 知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支援基金 設置並 職

員 定数等 特例 関 条例

企業局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例

病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例
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◇鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例

設置（第 条関係）

県 発注 建設業法 規定 建設工事及 関連 調査、測量、設計等 業務（以下「建設

工事等」 。） 入札及 契約 関 透明性及 公正性 確保 、 適正 執行 図

、鳥取県建設工事等入札・契約審議会（以下「審議会」 。） 設置 。

所掌事務（第 条関係）

審議会 、知事 諮問 応 、次 掲 事項 調査審議 。

建設工事等 入札及 契約 関 制度及 運用状況 関 。

建設工事等 入札及 契約 係 関係者 苦情 処理状況 関 。

建設工事等 入札及 契約 係 談合 他 不正行為 関 。

組織（第 条関係）

審議会 、委員 人以内 組織 。

委員（第 条関係）

（ ） 委員 、人格 高潔 識見 高 、建設工事等 入札及 契約 関 公正 判断 行

認 者 、知事 任命 。

（ ） 委員 任期 、 年 。 、補欠 委員 任期 、前任者 残任期間

。

（ ） 委員 、再任 。

会長（第 条関係）

（ ） 審議会 会長 置 、委員 互選 定 。

（ ） 会長 、会務 総理 、審議会 代表 。

（ ） 会長 事故 、又 会長 欠 、 会長 指名 委員 職務 代

理 。

会議（第 条関係）

（ ） 審議会 会議 、会長 招集 、会長 議長 。

（ ） 審議会 、委員 過半数 出席 、会議 開 。

（ ） 会議 議事 、出席委員 過半数 決 、可否同数 、議長 決

。

意見 聴取等（第 条関係）

審議会 、必要 認 、議事 関係 有 者 対 、出席 求 意見若 説

明 聴 、又 資料 提出 求 。

委員 除斥（第 条関係）

委員 、自己又 親等以内 親族 利害 関係 事件 、議事 加

。

秘密保持義務（第 条関係）

委員 、職務上知 得 秘密 漏 。 職 退 後 、同様

。

雑則（第 条関係）

条例 定 、審議会 運営 関 必要 事項 、審議会 定 。

施行期日等

（ ） 条例 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県情報公開条例 一部 改正 条例
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実施機関 鳥取県住宅供給公社及 鳥取県土地開発公社 追加

（ ） 実施機関 、鳥取県住宅供給公社及 鳥取県土地開発公社（以下「公社」 。） 加

。（第 条関係）

（ ） 公社 開示決定等又 開示請求 係 不作為 不服 、公社 対 、行政不服審

査法 異議申立 。（第 条 関係）

（ ） 公社 、開示決定等 行政不服審査法 異議申立 、鳥取県情報公開審

議会 諮問 。（第 条関係）

（ ） 公社 、当該公社 業務及 財務 関 資料 事務所 備 置 、一般 閲覧 供

。（第 条関係）

独立行政法人等及 公社 関 情報 取扱 、県 機関、国等 関 情報 取扱 同様

。（第 条、第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 条例 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

（ ） 鳥取県個人情報保護条例 所要 改正 行 。

◇鳥取県特別医療費助成条例 一部 改正 条例

健康保険法施行令 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。

条例 、公布 日 施行 。

◇鳥取県建築基準法施行条例 一部 改正 条例

一団地内 以上 構 成 建築物 同一敷地内 、 建築物 係

容積率制限等 緩和 許可等 係 手数料 額 定 。（別表第 関係）

地区計画制度 統合整理 伴 所要 改正 行 。（別表第 関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。
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任期付職員 採用等 関 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

任期付職員 採用等 関 条例

（趣旨）

第 条 条例 、地方公共団体 一般職 任期付職員 採用 関 法律（平成 年法律第 号。以下「法」

。）第 条第 項及 第 項並 第 条第 項並 地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条第

項及 地方教育行政 組織及 運営 関 法律（昭和 年法律第 号）第 条 規定 基 、職員

（法第 条第 項 規定 職員 。以下同 。） 任期 定 採用及 任期 定 採用 職員

給与 特例 関 必要 事項 定 。

（任期 定 採用）

第 条 任命権者（法第 条第 項 規定 任命権者 。以下同 。） 、高度 専門的 知識経験又

優 識見 有 者 者 有 当該高度 専門的 知識経験又 優 識見 一定 期間活用 遂

行 特 必要 業務 従事 場合 、職員 選考 任期 定 採用

。

任命権者 、前項 規定 、専門的 知識経験 有 者 当該専門的 知識経験 必要

業務 従事 場合 、次 各号 掲 場合 該当 、当該者 当該業

務 期間 限 従事 公務 能率的運営 確保 必要 、職員 選考

任期 定 採用 。

（ ） 当該専門的 知識経験 有 職員 育成 相当 期間 要 、当該専門的 知識経験 必要

業務 従事 適任 認 職員 部内 確保 一定 期間困難 場合

（ ） 当該専門的 知識経験 急速 進歩 技術 係 他当該専門的 知識経験 性質

上、当該専門的 知識経験 必要 業務 当該者 有 当該専門的 知識経験 有効 活用

期間 一定 期間 限 場合

（ ） 当該専門的 知識経験 有 職員 一定 期間他 業務 従事 必要 、当該専門的

知識経験 必要 業務 従事 適任 認 職員 部内 確保 一定 期間

困難 場合

（ ） 当該業務 公務外 実務 経験 通 得 最新 専門的 知識経験 必要

、当該業務 当該者 有 当該専門的 知識経験 有効 活用 期間 一定

期間 限 場合

（任期 更新）

第 条 任命権者 、法第 条第 項 規定 任期 更新 場合 、 職員 同意 得

。

（給与 関 特例）

第 条 第 条第 項 規定 任期 定 採用 職員（企業局企業職員 給与 種類及 基準 関

の に する をここに する

の に する

この は の の の に する

という び びに びに

び の び に する の に づき

に する をいう じ の を めた び を めて された

の の に し な を めるものとする

を めた

に する をいう じ は の な は

れた を する をその が する の な は れた を の して

することが に とされる に させる には を により を めて することがで

きる

は の によるほか な を する を な が とされる

に させる において の に げる のいずれかに するときであって を

に を って させることが の を するために であるときは を により

を めて することができる

な を する の に の を するため な が と

される に させることが と められる を で することが の である

な が に する に るものであることその な の

な が とされる に が する な を に するこ

とができる が の に られる

な を する を の の に させる があるため な

が とされる に させることが と められる を で することが の

である

が における の を じて られる の な を とするものであ

ることにより に が する な を に することができる が

の に られる

の

は の により を する には あらかじめ の を なけれ

ばならない

に する

の により を めて された の の び に す

14 12 25

14 48

25 261 24

31 162 42

鳥取県条例第 号67

１

３ １ ２ ５ １

６

２ １

２ ２ ２

２

１

２

３

４

３ ５ １

４ ２ １

条 例
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号給 給料月額

円

円

円

円

円

円

円

１

２

３

４

５

６

７

409,000

462,000

520,000

592,000

676,000

790,000

923,000

る び の の び に する

に する を く という には の

を する

は の を が する に じて で める

に い する

は について の により の に げる により いときは

の にかかわらず の を て その を に げる の にその

と に げる の との に を じて られる を えた のいずれかに する と

することができる

は のうち に な を げたと められる には の

めるところにより その に する を として することができる

の による の の による の び の による

の は の で わなければならない

の

の に する という

から まで の の の から まで の び

の の は には しない

に する の び の の の については

の この とあるのは この び の に する

という の と の の

の に づく で する を める のうち は の び の が

い として で める とあるのは に する

とする

への

この に めるもののほか この の に し な は で める

この は から する

のための び の の の びに の

の に する の

のための び の の の びに の

の に する の を のように する

の の の の に が かれた この において という を える

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた を く に める

条例（昭和 年鳥取県条例第 号）第 条及 病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例（平成

年鳥取県条例第 号）第 条 規定 企業職員 除 。以下「特定任期付職員」 。） 、次 給料

表 適用 。

任命権者 、特定任期付職員 号給 、特定任期付職員 従事 業務 応 人事委員会規則 定 基

準 従 決定 。

任命権者 、特定任期付職員 、特別 事情 第 項 給料表 掲 号給 難 、

前 項 規定 、人事委員会 承認 得 、 給料月額 同表 掲 号給 給料月額

額 同表 掲 号給 給料月額 差額 整数 乗 得 額 加 額 相当 額

。

任命権者 、特定任期付職員 、特 顕著 業績 挙 認 職員 、人事委員会規則 定

、 給料月額 相当 額 特定任期付職員業績手当 支給 。

第 項 規定 号給 決定、第 項 規定 給料月額 決定及 前項 規定 特定任期付職員

業績手当 支給 、予算 範囲内 行 。

（給与条例 適用除外等）

第 条 職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号。以下「給与条例」 。）第 条、第 条、

第 条 第 条 、第 条 、第 条 、第 条 、第 条 第 条 、第 条 及 第

条 規定 、特定任期付職員 、適用 。

特定任期付職員 対 給与条例第 条 及 第 条 第 項 規定 適用 、給与条例第

条 中「 条例」 「 条例及 任期付職員 採用等 関 条例（平成 年鳥取県条例第

号。以下「任期付職員条例」 。）第 条 規定」 、給与条例第 条 第 項中「第 条 第 項

規定 基 人事委員会規則 指定 職 占 職員 管理又 監督 複雑、困難及 責任 度 高

職員 人事委員会規則 定 職員」 「任期付職員条例第 条第 項 規定 特定任期付

職員」 。

（人事委員会規則 委任）

第 条 条例 定 、 条例 施行 関 必要 事項 、人事委員会規則 定 。

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（雇用機会創出 知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支援基金 設置並 職員 定数等

特例 関 条例 一部改正）

雇用機会創出 知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支援基金 設置並 職員 定数

等 特例 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 項 「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 項 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（追加条 除 。） 改 。

41 39

26

11 11 13 15 16 16

16

14 67

16

15

14

１ ７

３ １

２

３ １

２ ７

６

４

５ ２ ３

５ ３ ３ ４

７ ９ ９ ５ ３ ６ ７

８

２ ３ ２ ３ １ ３

２

４ ３ １ ７ ２ １

４ １

６

１ １ １

２

４
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改 正 後 改 正 前

目次

第 章 略

第 章 給与 額 特例（第 条 第 条 ）

第 章及 第 章 略

附則

（任期付研究員 給与 額 特例）

第 条 特例期間 任期付研究員 採用等 関

条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「任期付研

究員条例」 。）第 条 規定 任期 定

採用 職員（以下「任期付研究員」 。）

給料月額 、任期付研究員条例第 条第 項、第

項及 第 項 規定 、 規定 定

額 当該額 分 乗 得 額 減

額 。 、前条第 項第 号又 第 号

掲 額 算出 基礎 給料月額 、 規

定 定 額 。

～ 略

（特定任期付職員 給与 額 特例）

第 条 特例期間 任期付職員 採用等 関

条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「任期付

職員条例」 。）第 条第 項 規定 特定任

期付職員（以下「特定任期付職員」 。） 給料

月額 、任期付職員条例第 条第 項及 第 項 規

定 、 規定 定 額 当該額

分 乗 得 額 減 額 。

、第 条第 項第 号又 第 号 掲 額 算出

基礎 給料月額 、 規定 定 額

。

特例期間 特定任期付職員 特定任期付職員

業績手当 額 、任期付職員条例第 条第 項 規定

、同項 定 額 当該額 分

乗 得 額 減 額 。

特例期間 特定任期付職員 調整手当 額 、

職員給与条例第 条 第 条 規定

調整手当基礎額 調整手当基礎額

分 乗 得 額（当該額 円未満 端数 生

、 切 捨 額） 減 額 。

、手当 額 算出 基礎 調整手当 額 、

調整手当基礎額 。

特例期間 特定任期付職員 期末手当 額 、

職員給与条例第 条 規定 、同条

定 額 当該額 分 乗 得 額（当

該額 円未満 端数 生 、 切 捨

額） 減 額 。

目次

第 章 略

第 章 給与 額 特例（第 条 第 条）

第 章及 第 章 略

附則

（任期付研究員 給与 額 特例）

第 条 特例期間 任期付研究員 採用等 関

条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「任期付研

究員条例」 。）第 条 規定 任期 定

採用 職員（以下「任期付研究員」 。）

給料月額 、任期付研究員条例第 条第 項、第

項及 第 項 規定 、 規定 定

額 当該額 分 乗 得 額 減

額 。 、手当 額 算出 基礎 給

料月額 、 規定 定 額 。

～ 略

１

２ ２ － ８ ２

３ ４

８

４

４

６ １ ２

４

５

２ １ ２

２ ４

８ ２

４ １

４ １ ３

５

７ ２ １ ３

２

４ ４

５

３

９ ２ ９ ４

５ １

４

４

５

１

１

２ ２ － ８

３ ４

８

４

４

６ １ ２

４

５

２ ４

の の の

び

の の の

における の に す

る

という の により を め

て された という

の は

び の にかかわらず これらの に

める から に の を じて た を じ

た とする ただし は に

げる の の となる は これらの

に める とする

の の の

の における の に

する

という に する

という の

は び の

にかかわらず これらの に める から

に の を じて た を じた とする ただ

し は に げる の

の となる は これらの に める と

する

における の

の は の

にかかわらず に める から に の

を じて た を じた とする

における の の は

の から の までの に

かかわらず､ から に

の を じて た に の が

じたときは これを り てた を じた とする

ただし の の の となる の は

とする

における の の は

の の にかかわらず に

める から に の を じて た

に の が じたときは これを り

てた を じた とする

の の

び

の の の

における の に す

る

という の により を め

て された という

の は

び の にかかわらず これらの に

める から に の を じて た を じ

た とする ただし の の の となる

は これらの に める とする

13

100

14 67

100

100

100

16

100

13

100
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第 章 鳥取県雇用機会創出支援基金

（設置）

第 条 略

第 章 鳥取県雇用機会創出支援基金

（設置）

第 条 略

改 正 後 改 正 前

（給与 種類）

第 条 略

略

手当 種類 、扶養手当、調整手当、住居手当、初

任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手

当、特地勤務手当（ 準 手当 含 。）、時間

外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手

当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及

退職手当 。

（管理職員特別勤務手当）

第 条 前条 規定 基 企業管理規程 定

職 職員 管理又 監督 複雑、困難及 責

任 度 高 職員 企業管理規程 定 職員又

任期付職員 採用等 関 条例（平成 年鳥取県

条例第 号）第 条第 項 規定 任期 定

採用 職員（以下「特定任期付職員」 。）

臨時又 緊急 必要 他 公務 運営 必要

週休日（勤務時間 割 振 日 。）又

国民 祝日 関 法律 規定 休日若 年末

年始等 企業管理規程 定 日 勤務 場合 、

当該職員 、管理職員特別勤務手当 支給 。

（寒冷地手当）

第 条 略

（特定任期付職員業績手当）

第 条 知事 、特定任期付職員 、特 顕著

業績 挙 認 職員 、企業管理規程

定 、特定任期付職員業績手当 支

給 。

前項 規定 特定任期付職員業績手当 支給 、

予算 範囲内 行 。

（給与 種類）

第 条 略

略

手当 種類 、扶養手当、調整手当、住居手当、初

任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手

当、特地勤務手当（ 準 手当 含 。）、時間

外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手

当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当、寒冷地手当及 退職手当 。

（管理職員特別勤務手当）

第 条 前条 規定 基 企業管理規程 定

職 職員 管理又 監督 複雑、困難及 責

任 度 高 職員 企業管理規程 定 職員

臨時又 緊急 必要 他 公務 運営 必要

週休日（勤務時間 割 振 日 。）又 国

民 祝日 関 法律 規定 休日若 年末年

始等 企業管理規程 定 日 勤務 場合 、当

該職員 、管理職員特別勤務手当 支給 。

（寒冷地手当）

第 条 略

３

９

３

９

２

２

３

２

２ １

２

２

２

２

３
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の

の は

これに ずる を む

び

とする

の の に づく で める

にある のうち は の び

の が い として で める

は の に する

の により を めて

された という

が は の その の の の によ

り を り らない をいう は

の に する に する しくは

で で める に した は

には を する

の は のうち に

な を げたと められる には

の めるところにより を

することができる

の による の は

の で わなければならない

の

の は

これに ずる を む

び とする

の の に づく で める

にある のうち は の び

の が い として で める が

は の その の の の により

を り らない をいう は

の に する に する しくは

で で める に した は

には を する
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14

67

15

15

12

15

（企業局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例 一部改正）

企業局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 項 「追加条」 。） 加 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分（追加条 除 。） 加 。

の の び に する の

の の び に する の を のように する

の の の の に が かれた この において という を える

の の の が かれた を く を える

３
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（再任用職員 適用除外）

第 条 略

（特定任期付職員 適用除外）

第 条 第 条、第 条 、第 条、第 条、第

条 第 条 及 第 条 規定 、特定任期付

職員 適用 。

（再任用職員 適用除外）

第 条 略

改 正 後 改 正 前

（給与 種類）

第 条 略

略

手当 種類 、管理職手当、初任給調整手当、扶養

手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤

務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手

当及 退職手当 。

（管理職員特別勤務手当）

第 条 管理職員特別勤務手当 、第 条 規定 基

企業管理規程 定 職 職員 管理又

監督 複雑、困難及 責任 度 高 職員 企業

管理規程 定 職員又 任期付職員 採用等 関

条例（平成 年鳥取県条例第 号）第 条第 項

規定 任期 定 採用 職員（以下「特定

任期付職員」 。） 、臨時又 緊急 必要

他 公務 運営 必要 週休日（勤務時間 割

振 日 。）又 国民 祝日 関 法律

規定 休日若 年末年始等 企業管理規程 定

日 勤務 場合 支給 。

（勤勉手当）

第 条 略

（特定任期付職員業績手当）

第 条 病院事業 管理者 、特定任期付職員

、特 顕著 業績 挙 認 職員 、

企業管理規程 定 、特定任期付職員

業績手当 支給 。

前項 規定 特定任期付職員業績手当 支給 、

予算 範囲内 行 。

（給与 種類）

第 条 略

略

手当 種類 、管理職手当、初任給調整手当、扶養

手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤

務手当、期末手当、勤勉手当及 退職手当 。

（管理職員特別勤務手当）

第 条 管理職員特別勤務手当 、第 条 規定 基

企業管理規程 定 職 職員 管理又

監督 複雑、困難及 責任 度 高 職員 企業

管理規程 定 職員 、臨時又 緊急 必要 他

公務 運営 必要 週休日（勤務時間 割 振

日 。）又 国民 祝日 関 法律 規

定 休日若 年末年始等 企業管理規程 定

日 勤務 場合 支給 。

（勤勉手当）

第 条 略
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（病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例 一部改正）

病院局企業職員 給与 種類及 基準 関 条例 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 項 「追加条」 。） 加 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分（追加条 除 。） 加 。

の の び に する の

の の び に する の を のように する

の の の の に が かれた この において という を える

の の の が かれた を く を える

４
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（再任用職員 適用除外）

第 条 略

（特定任期付職員 適用除外）

第 条 第 条 第 条 、第 条、第 条

第 条 及 第 条 規定 、特定任期付職員

適用 。

（再任用職員 適用除外）

第 条 略

についての

についての

の から まで か

ら まで び の は に

は しない

についての

25

25 14

16 20

25

２ ４ ７ ９

鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例

（設置）

第 条 県 発注 建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 建設工事及 関連

調査、測量、設計等 業務（以下「建設工事等」 。） 入札及 契約 関 透明性及 公正性 確保

、 適正 執行 図 、鳥取県建設工事等入札・契約審議会（以下「審議会」 。） 設

置 。

（所掌事務）

第 条 審議会 、知事 諮問 応 、次 掲 事項 調査審議 。

（ ） 建設工事等 入札及 契約 関 制度及 運用状況 関 。

（ ） 建設工事等 入札及 契約 係 関係者 苦情 処理状況 関 。

（ ） 建設工事等 入札及 契約 係 談合 他 不正行為 関 。

（組織）

第 条 審議会 、委員 人以内 組織 。

（委員）

第 条 委員 、人格 高潔 識見 高 、建設工事等 入札及 契約 関 公正 判断 行

認 者 、知事 任命 。

委員 任期 、 年 。 、補欠 委員 任期 、前任者 残任期間 。

委員 、再任 。

（会長）

第 条 審議会 会長 置 、委員 互選 定 。

会長 、会務 総理 、審議会 代表 。

会長 事故 、又 会長 欠 、 会長 指名 委員 職務 代理 。

（会議）

第 条 審議会 会議 、会長 招集 、会長 議長 。

審議会 、委員 過半数 出席 、会議 開 。

会議 議事 、出席委員 過半数 決 、可否同数 、議長 決 。

（意見 聴取等）
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改 正 後 改 正 前

目次

第 章 略

第 章 略

第 節 略

第 節 不服申立 係 諮問等（第 条 第

条）

第 節及 第 節 略

第 章及 第 章 略

附則

（定義）

第 条 条例 「実施機関」 、知事、教

育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、

目次

第 章 略

第 章 略

第 節 略

第 節 不服申立 係 諮問等（第 条 第 条）

第 節及 第 節 略

第 章及 第 章 略

附則

（定義）

第 条 条例 「実施機関」 、知事、教

育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、

１

２

１

２ ２－

３ ４

３ ４

２

１

２

１

２ －

３ ４

３ ４

２

てに る の

び

び

この において とは

てに る

び

び

この において とは

18

21

19 21

第 条 審議会 、必要 認 、議事 関係 有 者 対 、出席 求 意見若 説

明 聴 、又 資料 提出 求 。

（委員 除斥）

第 条 委員 、自己又 親等以内 親族 利害 関係 事件 、議事 加 。

（秘密保持義務）

第 条 委員 、職務上知 得 秘密 漏 。 職 退 後 、同様 。

（雑則）

第 条 条例 定 、審議会 運営 関 必要 事項 、審議会 定 。

附 則

（施行期日）

条例 、公布 日 施行 。

（経過措置）

条例 施行後最初 任命 委員 任期 、第 条第 項 規定 、平成 年 月 日

。

鳥取県情報公開条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県情報公開条例 一部 改正 条例

鳥取県情報公開条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下本則 「追加条項等」

。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下本則 「改正部分」 。） 対応 同表 改正

後 欄中下線 引 部分（追加条項等 除 。以下本則 「改正後部分」 。） 存在 場合

、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正

後部分 加 。
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人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、

海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及 病院

事業 管理者並 鳥取県住宅供給公社及 鳥取県土

地開発公社 。

条例 「公文書」 、実施機関 職員

（鳥取県住宅供給公社及 鳥取県土地開発公社（以下

「公社」 。） 、役員 含 。以下

項 同 。） 職務上作成 、又 取得

文書、図画、写真、 （ 撮影

含 。）及 電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式 他人 知覚 認識

方式 作 記録 。以下同 。）

、当該実施機関 職員 組織的 用

、当該実施機関 保有 。

、次 掲 除 。

（ ）及 （ ） 略

（開示義務）

第 条 略

実施機関 、開示請求 係 公文書 次 各号 掲

情報 含 場合 、前項

規定 、当該開示請求 係 公文書 開示

。

（ ） 略

（ ） 個人 関 情報（事業 営 個人 当該事業

関 情報 除 。第 条第 号 同 。）

、特定 個人 識別 、若 識別

得 又 特定 個人 識別

、公 、 個人 権利利益

侵害 。 、次 掲 情

報 除 。

及 略

公務員等（国家公務員法（昭和 年法律第

号）第 条第 項 規定 国家公務員（独立行

政法人通則法（平成 年法律第 号）第 条第

項 規定 特定独立行政法人 役員及 職員

除 。）、独立行政法人等（独立行政法人等 保

有 情報 公開 関 法律（平成 年法律第

号）第 条第 項 規定 独立行政法人等

。以下同 。） 役員及 職員、地方公務

員法（昭和 年法律第 号）第 条 規定

地方公務員並 公社 役員及 職員 。）

職務 遂行 係 情報 含 当該公務員等

職 名称 他職務上 地位 表 名称及 氏

名（当該公務員等 権利利益 不当 侵害

情報 、規則 定 除

。）並 当該職務遂行 内容

略

（ ） 法人 他 団体（国、独立行政法人等、地方

人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、

海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及 病院

事業 管理者 。

条例 「公文書」 、実施機関 職員

職務上作成 、又 取得 文書、図画、写真、

（ 撮影 含 。）

及 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式 他人

知覚 認識 方式 作

記録 。以下同 。） 、当該実施機関

職員 組織的 用 、当該実施機関

保有 。 、次 掲

除 。

（ ）及 （ ） 略

（開示義務）

第 条 略

実施機関 、開示請求 係 公文書 次 各号 掲

情報 含 場合 、前項

規定 、当該開示請求 係 公文書 開示

。

（ ） 略

（ ） 個人 関 情報（事業 営 個人 当該事業

関 情報 除 。第 条第 号 同 。）

、特定 個人 識別 、若 識別

得 又 特定 個人 識別

、公 、 個人 権利利益

侵害 。 、次 掲 情

報 除 。

及 略

公務員（国家公務員法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 規定 国家公務員及 地方公務

員法（昭和 年法律第 号）第 条 規定

地方公務員 。） 職務 遂行 係 情報

含 当該公務員 職 名称 他職務上 地

位 表 名称及 氏名（当該公務員 権利利益

不当 侵害 情報 、規則

定 除 。）並 当該職務遂行 内

容

略

（ ） 法人 他 団体（国及 地方公共団体 除 。
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公共団体及 公社 除 。以下「法人等」 。）

関 情報又 事業 営 個人 当該事業 関

情報 、次 掲 。 、人 生

命、健康、生活又 財産 保護 、公

必要 認 情報 除 。

及 略

（ ） 略

（ ） 県 機関、国、独立行政法人等、他 地方公共

団体及 公社 内部又 相互間 審議、検討

又 協議 関 情報 、公

、率直 意見 交換若 意思決定 中立性

不当 損 、不当 県民 間 混乱

生 又 特定 者 不当 利益 与

若 不利益 及

（ ） 県 機関、国、独立行政法人等、他 地方公共

団体又 公社 行 事務又 事業 関 情報

、公 、次 掲 他

当該事務又 事業 性質上、当該事務又 事業 適

正 遂行 支障 及

略

契約、交渉又 争訟 係 事務 関 、国、独

立行政法人等、地方公共団体又 公社 財産上

利益又 当事者 地位 不当 害

及 略

国若 地方公共団体 経営 企業又 独

立行政法人等若 公社 係 事業 関 、

企業経営上 正当 利益 害

（第三者 対 意見書提出 機会 付与等）

第 条 開示請求 係 公文書 開示請求者、国、独立

行政法人等、地方公共団体及 公社以外 者（以下

「第三者」 。） 関 情報 含

、実施機関 、開示決定等 当 、当

該第三者 対 、意見書 提出 機会 与

。

及 略

（他 制度 調整）

第 条 略

略

節 規定 、次 掲 書類等 、適

用 。

（ ） 刑事訴訟法（昭和 年法律第 号）第 条

規定 訴訟 関 書類及 押収物

（ ） 漁業法（昭和 年法律第 号）第 条第 項

規定 免許漁業原簿及 附属書類

以下「法人等」 。） 関 情報又 事業

営 個人 当該事業 関 情報 、次 掲

。 、人 生命、健康、生活又 財産

保護 、公 必要 認

情報 除 。

及 略

（ ） 略

（ ） 県 機関、国及 他 地方公共団体 内部又

相互間 審議、検討又 協議 関 情報

、公 、率直 意見 交換若

意思決定 中立性 不当 損 、

不当 県民 間 混乱 生 又 特定

者 不当 利益 与 若 不利益 及

（ ） 県 機関、国又 他 地方公共団体 行 事務

又 事業 関 情報 、公

、次 掲 他当該事務又 事業 性

質上、当該事務又 事業 適正 遂行 支障 及

略

契約、交渉又 争訟 係 事務 関 、国又

地方公共団体 財産上 利益又 当事者

地位 不当 害

及 略

国又 地方公共団体 経営 企業 係 事業

関 、 企業経営上 正当 利益 害

（第三者 対 意見書提出 機会 付与等）

第 条 開示請求 係 公文書 開示請求者、国及 地

方公共団体以外 者（以下「第三者」 。） 関

情報 含 、実施機関 、開示決

定等 当 、当該第三者 対 、意見書

提出 機会 与 。

及 略

（他 制度 調整）

第 条 略

略

節 規定 、行政機関 保有 情報 公開

関 法律（平成 年法律第 号） 規定 適用

公文書 、適用 。
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ア
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という に する が まれていると

きは は をするに たって

に し を する を えること
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び
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しない

の
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に する びその
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の び の の は
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に の に を じさせるおそれ は

の に に を え しくは を ぼすお
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の は の が う

は に する であって にすることによ

り に げるおそれその は の
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ア
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する が まれているときは は

をするに たって に し を

する を えることができる
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２
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（開示請求 対 情報 提供等）

第 条 略

第 節 不服申立 係 諮問等

（公社 対 不服申立 ）

第 条 公社 開示決定等又 開示請求 係 不作

為 不服 、公社 対 、行政不服

審査法（昭和 年法律第 号） 異議申立

。

（審議会 諮問等）

第 条 実施機関 、開示決定等 行政不服審査

法 不服申立 、次 掲 場合

除 、速 、鳥取県情報公開審議会 諮問

。

（ ）及 （ ） 略

略

（情報公開 一層 推進）

第 条 実施機関 、 条例 目的 、公文

書 開示 、県民 対 、必要 情報 分

、積極的 提供 努 、情報公開 一

層 推進 図 。

（情報提供施策 充実等）

第 条 実施機関 、県民 県政 関 情報 迅速

容易 得 、広報及 広聴 活動 充実、

刊行物 他 資料 積極的 提供、情報通信技術

活用 多様 媒体 情報提供 推進等 情

報提供施策 充実 努 。

公社 、当該公社 業務及 財務 関 資料

事務所 備 置 、一般 閲覧 供 。

（計画等 積極的 公開）

第 条 実施機関 、重要 計画、事業等 、進

行状況 他 情報 公開 積極的 行 、県民 理

解 協力 深 努 。

（出資法人 情報公開）

第 条 県 資本金、基本金 他 準

又 会費（以下「資本金等」 。） 支出

法人（公社 除 。以下「出資法人」 。） 、

条例 趣旨 、当該出資法人 保有

情報 公開 努 。

及 略

（開示請求 対 情報 提供等）

第 条 略

第 節 不服申立 係 諮問等

（審議会 諮問等）

第 条 実施機関 、開示決定等 行政不服審査

法（昭和 年法律第 号） 規定 基 不服申立

、次 各号 掲 場合 除 、速

、鳥取県情報公開審議会 諮問

。

（ ）及 （ ） 略

略

（情報公開 一層 推進）

第 条 県 、 条例 目的 、公文書 開

示 、県民 対 、必要 情報 分

、積極的 提供 努 、情報公開 一層 推

進 図 。

（情報提供施策 充実）

第 条 県 、県民 県政 関 情報 迅速 容易

得 、広報及 広聴 活動 充実、刊行物

他 資料 積極的 提供、情報通信技術 活用

多様 媒体 情報提供 推進等 情報提供

施策 充実 努 。

（計画等 積極的 公開）

第 条 県 、重要 計画、事業等 、進行状況

他 情報 公開 積極的 行 、県民 理解 協

力 深 努 。

（出資法人 情報公開）

第 条 県 資本金、基本金 他 準

又 会費（以下「資本金等」 。） 支出

法人（以下「出資法人」 。） 、 条例

趣旨 、当該出資法人 保有 情報 公開

努 。

及 略
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にのっとり の する の
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 事業者 法人 他 団体（国及 地方公共団

体 除 。）及 事業 営 個人 。

（個人情報取扱事務 登録）

第 条 略

略

前 項 規定 、次 掲 個人情報取扱事務

、適用 。

（ ） 公務員等（国家公務員法（昭和 年法律第

号）第 条第 項 規定 国家公務員（独立行政

法人通則法（平成 年法律第 号）第 条第 項

規定 特定独立行政法人 役員及 職員 除 。）、

独立行政法人等（独立行政法人等 保有 情報

公開 関 法律（平成 年法律第 号）第 条

第 項 規定 独立行政法人等 。以下同 。）

役員及 職員、地方公務員法（昭和 年法律第

号）第 条 規定 地方公務員並 鳥取県住宅

供給公社及 鳥取県土地開発公社（以下「公社」

。） 役員及 職員 。以下同 。）又 公

務員等 者 個人情報 、当該公務員

等又 公務員等 者 職務 遂行 関

取 扱 事務

（ ）及 （ ） 略

及 略

（開示義務）

第 条 実施機関 、開示請求 係 個人情報 次 各

号 掲 情報 含 場合 除 、

当該個人情報 開示 。

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 事業者 法人 他 団体（国及 地方公共団

体 除 。以下同 。）及 事業 営 個人 。

（個人情報取扱事務 登録）

第 条 略

略

前 項 規定 、次 掲 個人情報取扱事務

、適用 。

（ ） 公務員（国家公務員法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 規定 国家公務員及 地方公務員

法（昭和 年法律第 号）第 条 規定 地方

公務員 。以下同 。）又 公務員 者

個人情報 、当該公務員又 公務員

者 職務 遂行 関 取 扱 事務

（ ）及 （ ） 略

及 略

（開示義務）

第 条 実施機関 、開示請求 係 個人情報 次 各

号 掲 情報 含 場合 除 、

当該個人情報 開示 。

２

１ ２

３

６

２

３ ２

１

２ １

２ ２

２

１

２

２ ３
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２
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３ ２
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に する び

に する
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び
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22 120

11 103

13 140

25 261

16

22 120

25 261

16

附 則

（施行期日）

条例 、公布 日 施行 。

（経過措置）

改正後 鳥取県情報公開条例（以下 項 「新条例」 。） 規定 、 条例 施行 日以

後 開示請求（新条例第 条第 項 規定 開示請求 。以下同 。） 適用 、同日前

開示請求 、 従前 例 。

（鳥取県個人情報保護条例 一部改正）

鳥取県個人情報保護条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下

線 引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改

、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正

部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

１

２

６ １

３ ３
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の この において という の は この の の
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の
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が かれた という が する には を に
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が しない には を える
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（ ）及 （ ） 略

（ ） 法人 他 団体（国、独立行政法人等、地方

公共団体及 公社 除 。） 関 情報又 本人

以外 個人 営 事業 関 情報 、開示

、当該法人 他 団体又 個人

競争上又 事業運営上 地位 他正当 利益 害

認

（ ）及 （ ） 略

（ ） 県 機関、国、独立行政法人等、他 地方公共

団体及 公社 内部又 相互間 審議、検討

又 協議 関 情報 、開示

、率直 意見 交換若 意思決定 中立性

不当 損 又 特定 者 不当 利益

与 若 不利益 及

（ ） 県 機関、国、独立行政法人等、他 地方公共

団体又 公社 行 事務又 事業 関 情報

、開示 、次 掲 他

当該事務又 事業 性質上、当該事務又 事業 適

正 遂行 支障 及

略

契約、交渉又 争訟 係 事務 関 、国、独

立行政法人等、地方公共団体又 公社 財産上

利益又 当事者 地位 不当 害

及 略

国若 地方公共団体 経営 企業又 独

立行政法人等若 公社 係 事業 関 、

企業経営上 正当 利益 害

（ ）及 （ ） 略

（ ） 法人 他 団体 関 情報又 本人以外

個人 営 事業 関 情報 、開示

、当該法人 他 団体又 個人 競争上

又 事業運営上 地位 他正当 利益 害

認

（ ）及 （ ） 略

（ ） 県 機関、国及 他 地方公共団体 内部又

相互間 審議、検討又 協議 関 情報

、開示 、率直 意見 交換若

意思決定 中立性 不当 損

又 特定 者 不当 利益 与 若 不利益

及

（ ） 県 機関、国又 他 地方公共団体 行 事務

又 事業 関 情報 、開示

、次 掲 他当該事務又 事業 性

質上、当該事務又 事業 適正 遂行 支障 及

略

契約、交渉又 争訟 係 事務 関 、国又

地方公共団体 財産上 利益又 当事者

地位 不当 害

及 略

国又 地方公共団体 経営 企業 係 事業

関 、 企業経営上 正当 利益 害
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な に を ぼすおそれがあるもの

ア

イ は に る に し

は の の

は としての を に するおそ

れ

ウ びエ

オ しくは が する は

しくは に る に し そ

の の な を するおそれ

び

その の に する は の

が む に する であって するこ

とにより その の は の

は の その な を すると

められるもの

び

の び の の は

における は に する で

あって することにより な の

しくは の が に なわれるおそれ

は の に に を え しくは を

ぼすおそれがあるもの

の は の が う

は に する であって することによ

り に げるおそれその は の

は の な に を ぼ

すおそれがあるもの

ア

イ は に る に し は

の の は としての

を に するおそれ

ウ びエ

オ は が する に る

に し その の な を するお

それ

鳥取県特別医療費助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県特別医療費助成条例 一部 改正 条例

鳥取県特別医療費助成条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

14 12 25

48 27

鳥取県条例第 号70
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改 正 後 改 正 前

（助成）

第 条 略

～ 略

社会保険各法 規定 健康保険法施行令（大正

年勅令第 号）第 条第 項 規定 厚生労働

大臣 定 疾病 係 認定 受 者 、同一

月 同一 保険医療機関等 受 当該疾病

係 第 項各号 給付 係 一部負担金 額 、同

項 規定 、 万円 上限 。

～ 略

（助成）

第 条 略

～ 略

社会保険各法 規定 健康保険法施行令（大正

年勅令第 号）第 条第 項 規定 厚生労働

大臣 定 疾病 係 認定 受 者 、同一

月 同一 保険医療機関等 受 当該疾病

係 第 項各号 給付 係 一部負担金 額 、同

項 規定 、 万円 上限 。

～ 略

改 正 後 改 正 前

（一定 複数建築物 対 制限 特例）

第 条 法第 条第 項若 第 項若 法

第 条 第 項 規定 認定又 法第 条第

項若 第 項若 法第 条 第 項若

第 項 規定 許可 受 建築物 対 前

条 規定 適用 、 建築物 、同

一敷地内 。

別表第 （第 条関係）

事 務 金 額

略

（一定 複数建築物 対 制限 特例）

第 条 法第 条第 項又 第 項 規定 認

定 受 建築物 対 前 条 規定 適用

、 建築物 、同一敷地内

。

別表第 （第 条関係）

事 務 金 額

略

３

２ ４

５

６

３

１

６ ９

３

２ ４

５

５

３

１

６ ９

８ ２ １ ２

２ １ ３

４ ２ ２

３

３

３

８ ２ １ ２

３

３

の により

に する

が める に る を けている が

の に の において けた

に る の に る の は

の にかかわらず を とする

の により

に する

の める に る を けている が

の に の において けた

に る の に る の は

の にかかわらず を とする

の に する の

の しくは しくは

の の による は

しくは しくは の しく

は の による を けた に する

の の については これらの は

にあるものとみなす

の に する の

の は の による

を けた に する の の につい

ては これらの は にあるものとみ

なす

15 243 41 15 243 79

86

86 86

86

13

86

13

附 則

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県建築基準法施行条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県建築基準法施行条例 一部 改正 条例

鳥取県建築基準法施行条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 次 表 改正後 欄

表中太線 囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表 改 、

改正後表 対応 改正表 存在 場合 、当該改正後表 加 。

この は の から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

の の の の で まれた という に する の の の の

で まれた という が する には を に め

に する が しない には を える

14 12 25

47 43

鳥取県条例第 号71
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15 52

10 13

160,000

17 53

57

160,000

25 68 27,000

26 68 160,000

27 68 27,000

28 68 160,000

29 68 27,000

30 68 27,000

15 52

11

160,000

17 54

57

160,000

25 68 27,000

26 68 27,000

27 68 27,000

28 68 160,000

29 68 27,000

30 68 160,000

34 86 78,000

34

78,000

28,000

34 86 220,000

220,000

28,000

34 86 78,000

78,000

28,000

法第 条第 項、

第 項又 第 項

規定 基 許可

件 円

略

法第 条 第

項第 号又 第 号

（法第 条 第

項 準用

場合 含 。） 規

定 基 許可

件 円

略

法第 条 第

項 第 項

規定 基 認定

件 円

法第 条 第

項 規定 基 許

可

件 円

法第 条 規

定 基 認定

件 円

法第 条

第 項 規定 基

許可

件 円

法第 条

第 項又 第 項

規定 基 認定

件 円

法第 条

第 項 規定 基

認定

件 円

法第 条第 項、

第 項又 第 項

規定 基 許可

件 円

略

法第 条 第

項第 号（法第 条

第 項

準用 場合 含 。）

規定 基 許可

件 円

略

法第 条 第

項 規定 基 認

定

件 円

法第 条 第

項又 第 項 規定

基 認定

件 円

法第 条 第

項、第 項又 第

項 規定 基 認

定

件 円

法第 条 第

項 規定 基 許

可

件 円

法第 条 第

項 規定 基 認

定

件 円

法第 条 第

項 規定 基 許

可

件 円

略

法第 条第 項

規定 基 認定

件 円（建

築物（現 存 建築物

除 。以下 項及

項 同 。）

以上 場合

、 円 超

建築物 数

円 乗 得 額 加算

額）

法第 条第

項 規定 基 許

可

件 円

（建築物 以上

場合

円 超 建築物

数 円 乗 得

額 加算 額）

略

法第 条第 項

規定 基 認定

件 円（建

築物（既存建築物 除 。

以下 項 同 。）

以上 場合

、 円 超

建築物 数

円 乗 得 額 加算

額）

９ １

２ １

３ ４

２ ３

１

３ １

３

１

３ ４ １

４ １

５ ２

２

１

５ ４

１ ２

１

５ ５

１

１

７

８

１

２ １

２

２ ３

１

３ １ １

３ ４

５

１

４ １

２ ３

１

４ ４ １

５ １ １

５ ２ １

２ １

３

２

１

２ ３ １

３

２

２ １

２

１

は の

に づく

につき

の

は

の

において する

を む の

に づく

につき

の

から までの

に づく

につき

の

の に づく

につき

の の

に づく

につき

の の

の に づ

く

につき

の の

は の

に づく

につき

の の

の に づ

く

につき

は の

に づく

につき

の

の において

する を む

の に づく

につき

の

の に づく

につき

の

は の

に づく

につき

の

は

の に づく

につき

の

の に づく

につき

の

の に づく

につき

の

の に づく

につき

の

に づく

につき

に する

を く この び

の の において じ

が である にあっ

ては に を

える の に

を じて た を

した

の

の に づく

につき

が である

にあっては､

に を える の

に を じて

た を した

の

に づく

につき

を く

この において じ

が である にあっ

ては に を

える の に

を じて た を

した
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34 86 220,000

220,000

28,000

35 86 78,000

86

78,000

28,000

35 86 220,000

220,000

28,000

35 86 220,000

86

220,000

28,000

36 86 6,400

12,000

35 86 78,000

78,000

28,000

36 86 6,400

12,000

の

の に づく

につき

が である

にあっては､

に を える の

に を じて

た を した

の

の に づく

につき

の

に する

を く

この び において

じ が である

にあっては

に を える の

に を じて

た を した

の の

の に づ

く

につき

が である

にあっては､

に を える の

に を じて

た を した

の の

の に づ

く

につき

の

に する

を く

この において じ

が である にあっ

ては に を

える の に

を じて た

を した

の

の に づく

は の し

につき に

に する の に

を じて た

を した

の

の に づく

につき

を く この にお

いて じ が で

ある にあっては

に を える

の に を

じて た を した

の

の に づく

の し

につき に

に する の に

を じて た

を した

３ ４ １

２

１

２ １ １

２ １

２

１

２ ２

２

１

２

１

３ ２

３

１

２

３

２

１

５ １ １

２ １ １

２

１

５ １ １

法第 条第

項 規定 基 許

可

件 円

（建築物 以上

場合

円 超 建築物

数 円 乗 得

額 加算 額）

法第 条 第

項 規定 基 認

定

件 円（建

築物（法第 条 第

項 規定 同一敷地内

認定建築物 除 。以下

項及 次項

同 。） 以上

場合 、

円 超 建築物

数 円 乗 得

額 加算 額）

法第 条

第 項 規定 基

許可

件 円

（建築物 以上

場合

円 超 建築物

数 円 乗 得

額 加算 額）

法第 条

第 項 規定 基

許可

件 円

（建築物（法第 条

第 項 規定 同一敷

地内許可建築物 除 。

以下 項 同 。）

以上 場合

、 円

超 建築物 数

円 乗 得 額

加算 額）

法第 条 第

項 規定 基 認

定又 許可 取消

件 円 現

存 建築物 数

円 乗 得 額

加算 額

略

備考 略

法第 条 第

項 規定 基 認

定

件 円（建

築物（同一敷地内建築物

除 。以下 項

同 。） 以上

場合 、

円 超 建

築物 数 円 乗

得 額 加算 額）

法第 条 第

項 規定 基 認

定 取消

件 円 現

存 建築物 数

円 乗 得 額

加算 額

略

備考 略

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。この は から する15 １ １
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